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本年よりご来場の株主の皆様へお配りしておりました
お土産の配布は廃止とさせていただきます。何卒ご理
解くださいますようお願い申しあげます。
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証券コード　7646
2019年11月29日

株 主 各 位
福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１

代表取締役社長 三 ッ 田 　 佳 　 史
第38期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第38期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま

すようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な

がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2019年12月18日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますよう
お願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年12月19日（木曜日）午前10時
２．場 所 福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１

株式会社ＰＬＡＮＴ本社　３階　大会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第38期（2018年９月21日から2019年９月20日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項 　議案　取締役５名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（アドレス　https://www.plant-co.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(2018年９月21日から
2019年９月20日まで)

１．会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度（自　2018年９月21日　至　2019年９月20日）における我が国の経済は、雇用・
所得環境の改善が続く中で、穏やかな景気回復基調が続くことが期待されるものの、米中貿易摩
擦や英国のＥＵ離脱をはじめとする国際情勢の不安定さ、国内における相次ぐ記録的な自然災害
等から先行き不透明な状況が続いております。
　小売業界におきましては、消費者の節約志向が依然として続く中、消費税増税を控え消費マイ
ンドの一層の慎重化や業界の垣根を越えた競争の激化及び困難な状況が続く人材の確保等、厳し
い状況が続いております。
　このような状況のもと、当社では中長期経営方針である「スーパーセンター業態の社会的認知
の実現」を遂行すべく、「企業規模拡大」「店舗運営力向上」「商品力向上」の３つの成長戦略
を掲げ取り組みを行っております。
　当事業年度においては、「企業規模拡大」として三重県伊賀市に伊賀店、滋賀県高島市に滋賀
県初出店となる高島店、京都府木津川市に木津川店、島根県出雲市に出雲店を出店し、当社店舗
は合計14府県26店舗となりました。「商品力向上」といたしましては、当社直営のハンバーガー
コーナー「JJ BURGER」を伊賀店、高島店、木津川店、出雲店の新店４店舗に導入し、既存店と
併せ合計８店舗での運営となりました。高島店、木津川店においては、新たな取り組みとしてグ
ローサラントにもチャレンジしております。また３００円ショップ「trecento(トレチェント）」
も、大玉店、瑞穂店、清水店、高島店、木津川店、出雲店、見附店の７店舗へ導入いたしました。
　また、第２四半期会計期間に、淡路店、斐川店及び伊賀店の固定資産残簿価の全額を減損処理
し、特別損失3,169百万円を計上しました。
　以上の結果、当事業年度における経営成績は、売上高は92,146百万円と前事業年度比3.8％増
となりました。利益におきましては、営業利益は7百万円（前事業年度比99.4％減）、経常利益
は30百万円（前事業年度比97.6％減）、当期純損失は3,903百万円（前事業年度は当期純利益
2,795百万円）となりました。
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②　設備投資の状況
　当事業年度に実施しました設備投資の総額（リース資産を含む）は、6,983百万円であります。
　その主なものは、当事業年度に新規出店した伊賀店、高島店、木津川店、出雲店の新規出店の
店舗に伴うものであります。

③　資金調達の状況
　当社は、新規出店した伊賀店、高島店、木津川店、出雲店の設備資金として、主要取引金融機
関と締結していた総額72億円のコミットメント期間付タームローン契約により、当事業年度に
62億円の資金調達を行いました。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 35 期
(2016年９月期)

第 36 期
(2017年９月期)

第 37 期
(2018年９月期)

第 38 期
(当事業年度)
(2019年９月期)

売 上 高 (百万円) 88,017 86,979 88,804 92,146

経 常 利 益 (百万円) 2,327 1,421 1,276 30
当 期 純 利 益
（ △ は 純 損 失 ） (百万円) 1,477 206 2,795 △3,903
１株当たり当期純利益
（ △ は 純 損 失 ） (円) 185.20 25.69 345.55 △482.69

総 資 産 (百万円) 37,970 37,540 38,259 40,544

純 資 産 (百万円) 15,387 15,417 17,884 13,643

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 1,928.32 1,905.78 2,210.76 1,687.58
　　（注）１株当たり当期純利益（△は純損失）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株
　　　　　当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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(3) 対処すべき課題
　収益改善を最重要課題として下記の施策に積極的に取り組んでまいります。
①　売上高回復策
　当社の強みである「安さ」を再構築し、競合他社との差別化を図ってまいります。ディスカウ
ント強化に加え、売場改装と品揃え強化を継続するとともに、販促活動を強化いたします。
　また本部組織改革による専門部署を中心に、ＰＢ商品の開発を強化いたします。
②　粗利改善策
　粗利益率向上、無駄な在庫削減、ロス対策を推進するとともに、本部組織改革による業務改革
面での指導を強化いたします。
③　経費削減策
　店舗作業の見直しを図り、人件費削減に努めます。また、全社をあげて経費節減に取り組みま
す。

(4) 主要な事業内容（2019年９月20日現在）
当社は、衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱うスーパーセンターを中心

に、地域密着型の営業展開を行っております。
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(5) 主要な事業所（2019年９月20日現在）
①　本社

福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１
②　営業所

名 称 所 在 地
ジ ョ イ フ ル ス ト ア ー み っ た 春 江 店 福井県坂井市
ジ ョ イ フ ル ス ト ア ー み っ た 丸 岡 店 福井県坂井市
ジ ョ イ フ ル ス ト ア ー み っ た み ゆ き 店 福井県福井市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ２ 坂 井 店 福井県坂井市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ２ 上 中 店 福井県三方上中郡若狭町
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ３ 津 幡 店 石川県河北郡津幡町
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ３ 川 北 店 石川県能美郡川北町
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ３ 滑 川 店 富山県滑川市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ３ 清 水 店 福井県福井市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ３ 福 知 山 店 京都府福知山市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ４ 聖 籠 店 新潟県北蒲原郡聖籠町
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ５ 見 附 店 新潟県見附市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ５ 境 港 店 鳥取県境港市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ５ 横 越 店 新潟県新潟市江南区
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ５ 大 玉 店 福島県安達郡大玉村
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ５ 鏡 野 店 岡山県苫田郡鏡野町
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ５ 刈 羽 店 新潟県刈羽郡刈羽村
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ － ６ 瑞 穂 店 岐阜県瑞穂市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 志 摩 店 三重県志摩市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 善 通 寺 店 香川県善通寺市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 淡 路 店 兵庫県淡路市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 斐 川 店 島根県出雲市

－ 5 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

名 称 所 在 地
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 伊 賀 店 三重県伊賀市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 高 島 店 滋賀県高島市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 木 津 川 店 京都府木津川市
ス ー パ ー セ ン タ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 出 雲 店 島根県出雲市

(6) 従業員の状況（2019年９月20日現在）
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

733名 32名増 42.5歳 10.8年

（注）上記従業員数には、パートタイマー2,901名及びアルバイト1,083名は含まれておりません。

(7) 主要な借入先の状況（2019年９月20日現在）
借 入 先 借 入 金 額

株 式 会 社 福 井 銀 行 4,530百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,685

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 720

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 660

株 式 会 社 北 越 銀 行 485
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２．株式の状況（2019年９月20日現在）
(1) 発行可能株式総数 23,120,000株
(2) 発行済株式の総数 8,090,000株
(3) 株主数 8,039名
(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 ワ イ ・ テ ィ ・ エ ー 2,024,200株 25.0％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 444,500 5.4

Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ 従 業 員 持 株 会 350,600 4.3
STATE　STREET　BANK　AND　TRUST　
C L I E N T 　 　 O M N I B U S 　 A C C O U N T
O M 0 2 　 5 0 5 0 0 2
（ 常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ）

220,000 2.7

三 ッ 田 　 佳 　 史 218,000 2.6

三 ッ 田 　 泰 　 二 218,000 2.6

伊 藤 　 昭 210,000 2.5

三 ッ 田 　 勝 　 規 200,000 2.4

三 ッ 田 　 美 代 子 200,000 2.4

浅 　 野 　 守 太 郎 198,000 2.4

（注）持株比率は自己株式（5,245株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

－ 7 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

４．会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2019年９月20日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 三 ッ 田 　 佳 　 史

取 締 役 副 社 長 三 ッ 田 　 泰 　 二

専 務 取 締 役 松 田 恭 和 社 長 室 長

専 務 取 締 役 山 田 准 司

常 務 取 締 役 浅 　 野 　 守 太 郎 店 舗 開 発 本 部 長 兼
ス ト ア プ ラ ン ニ ン グ 部 長

常 務 取 締 役 堂 前 直 樹 管 理 本 部 長 兼
財 務 部 長

取 締 役 島 田 俊 一 商 品 本 部 物 流 部 長

取 締 役 糸 魚 川 　 雅 　 行 管 理 本 部 シ ス テ ム 部 長

取 締 役 市 橋 信 孝 株 式 会 社 ユ ア ー ズ ホ テ ル フ ク イ
代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 中 里 弘 穂 福 井 県 立 大 学 キ ャ リ ア セ ン タ ー
特 命 教 授 　 副 セ ン タ ー 長

常 勤 監 査 役 佐 藤 岩 雄

監 査 役 西 川 　 承 西 川 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

監 査 役 白 崎 利 宗 白 崎 税 理 士 事 務 所 所 長

（注）１．取締役のうち市橋信孝氏及び中里弘穂氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち西川　承氏及び白崎利宗氏は、社外監査役であります。
３．監査役西川　承氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．監査役白崎利宗氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．当社は、東京証券取引所に対して、取締役市橋信孝氏、取締役中里弘穂氏、監査役西川　承氏及び監

査役白崎利宗氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
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６．当事業年度中における取締役の地位及び担当等の異動は次のとおりであります。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

三 ッ 田 　 勝 　 規 代 表 取 締 役 会 長 取 締 役 2 0 1 9 年 5 月 2 0 日

７．当事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退 任 時 の 地 位

朝 　 倉 　 啓 　 充 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 任期満了 取 締 役

三 ッ 田 　 勝 　 規 2 0 1 9 年 9 月 2 0 日 辞　任 取 締 役

８．2019年９月21日付で、取締役及び監査役の状況は次のとおりとなりました。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 三 ッ 田 　 佳 　 史

取 締 役 副 社 長 三 ッ 田 　 泰 　 二 商 品 本 部 長

専 務 取 締 役 松 田 恭 和 社 長 室 長

専 務 取 締 役 山 田 准 司

常 務 取 締 役 浅 　 野 　 守 太 郎 店 舗 開 発 本 部 長 兼
ス ト ア プ ラ ン ニ ン グ 部 長

常 務 取 締 役 堂 前 直 樹 管 理 本 部 長

取 締 役 島 田 俊 一 店 舗 運 営 本 部 業 務 改 革 部 副 部 長

取 締 役 糸 魚 川 　 雅 　 行 営 業 企 画 本 部 シ ス テ ム 企 画 部 長

取 締 役 市 橋 信 孝 株 式 会 社 ユ ア ー ズ ホ テ ル フ ク イ
代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 中 里 弘 穂 福 井 県 立 大 学 キ ャ リ ア セ ン タ ー
特 命 教 授 　 副 セ ン タ ー 長

常 勤 監 査 役 佐 藤 岩 雄

監 査 役 西 川 　 承 西 川 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

監 査 役 白 崎 利 宗 白 崎 税 理 士 事 務 所 所 長

－ 9 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

(2) 社外役員の重要な兼職の状況及び当社と当該兼職先との関係
　市橋信孝氏は、株式会社ユアーズホテルフクイ代表取締役社長を兼務しており、当社と株式会
社ユアーズホテルフクイとの間には特段の利害間係はありません。
　中里弘穂氏は、福井県立大学キャリアセンター特命教授　副センター長を兼務しており、当社
と福井県立大学キャリアセンターとの間には特別の利害関係はありません。
　西川　承氏は、西川公認会計士事務所所長を兼務しており、当社と同事務所との間には特別の
利害関係はありません。
　白崎利宗氏は、白崎税理士事務所所長を兼務しており、当社と同事務所との間には特別の利害
関係はありません。

(3) 社外役員の当該事業年度における活動状況
氏 名 地 位 主 な 活 動 状 況

市 橋 信 孝 社 外 取 締 役
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席

し、金融及びサービス業界等幅広い分野での勤務並び
に会社経営者としての実績に基づき、審議に関して必
要な発言を適宜行っております。

中 里 弘 穂 社 外 取 締 役
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席

し、社員教育のコンサルタントとして、また、大学教
授としての見識をもって、審議に関して必要な発言を
適宜行っております。

西 川 　 承 社 外 監 査 役
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に、ま

た、監査役会14回のうち14回に出席し、西川公認会
計士事務所所長としての経験等に基づき、審議に関し
て必要な発言を適宜行っております。

白 崎 利 宗 社 外 監 査 役
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に、ま

た、監査役会14回のうち14回に出席し、白崎税理士
事務所所長としての経験等に基づき、審議に関して必
要な発言を適宜行っております。

(4) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、
法令の定める額としております。
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(5) 取締役及び監査役の当該事業年度に係る報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要

取 締 役 12名 197百万円 （うち、社外取締役2名、3百万円）

監 査 役 3 11 （うち、社外監査役2名、4百万円）

合 計 15 208 （うち、社外役員4名、8百万円）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、1997年12月19日開催の第16期定時株主総会において年額300百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、1997年12月19日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と

決議いただいております。
４．上記の取締役の報酬等の額には、2016年12月19日開催の第35期定時株主総会において承認され当

事業年度に計上した譲渡制限付株式の割当ての為の株式報酬の費用25百万円が含まれております。
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５．会計監査人の状況
(1) 名称　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る報酬等の額
支 払 額

公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬 25百万円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25百万円

（注）当社は会社法に基づく監査に対する報酬等の額と、金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を明
確に区分することが困難なため、公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬にはこれらの合計額を記載
しております。

(3) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務

指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、
検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合に

は、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初
に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨と解任
の理由を報告いたします。

上記の場合のほか、会計監査人に監査の遂行に支障を来たす事由が生じたと認められる場合又
は当社に監査契約を継続しがたい合理的な事由が生じた場合には、監査役会は株主総会に提出す
る会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
（内部統制システム構築に関する基本方針）

(1) 取締役・使用人の職務の執行が「法令」及び「定款」に適合することを確保するための体制
当社は、企業の「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を全従業員に継続的に伝達する

ことにより、法令や社会規範の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
代表取締役は、総務部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、

総務部がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の

有無を調査し、取締役会に報告する。
取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任者に、総務

部担当取締役を任命する。取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は「文書取扱規程」及
び「情報システム管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、整理
保存する。

監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実
施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。

「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」並びに関連規程は、必要に応じて適時見直し
改善を図るものとする。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
代表取締役は社長室長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門の担当取締役と共に、

カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するため、既存の「経理規程」・「販売管理規程」・「安
全衛生委員会に関する規則」等に加え、必要な「リスク管理規程」・「食品衛生管理規程」を制
定している。

特に、「リスク管理規程」の中で設置した「中央リスク管理委員会」（委員長は社長室長が兼
務する）では、当社として可能性のある、経済状況、価格競争、商品調達力、法的規制、市場リ
スク、重要訴訟、災害、環境及び情報管理等のリスクを、リスク毎に対応部門を定め、各部門に
おいてはリスク管理責任者の指示の下、リスク管理のために必要かつ適正な体制（「マニュアル」
や「ガイドライン」等）を整備している。万が一、上記各リスクが発生した場合には、「中央リ
スク管理委員会」の委員長の指揮監督の下、それぞれの対応部門のリスク管理責任者は直ちに、
損害の発生を最小限に止めるための必要かつ適正な対応を取ることとした。

監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、必要に応じて、その結果を取締役
会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、総務部担当取締役を、取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、

「中期経営計画」及び「年次経営計画」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行
われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施
策及び効率的な業務遂行体制を決定する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に、取
締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析と、そ
の改善を図っていく。

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制、その使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
内部監査室は、監査役から「監査役監査基準」に基づく監査役職務の補助要請を受けた際、監

査役との協議により、要望事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告する。この場合、
当該内部監査室員は、監査役の指揮命令に基づき内部監査を実施するものとし、取締役の指示命
令系統から外れる。
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(6) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、
及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、次の事項を「法令」及び「監査役会規程」並びに「監査役監査基準」等

社内規程に基づき、監査役に報告するものとする。
①　当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
②　不正行為や重要な法令並びに定款に対する違反行為を認知した事項
③　取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項
④　重要な各部門の月次報告、重要な会計方針・会計基準及びその変更事項
⑤　内部監査の実施状況、その他必要な各部門の重要事項
監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他の

重要会議に出席すると共に、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人
に説明を求めることとする。

また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性
を確保すると共に、監査役は内部監査室及び顧問弁護士・会計監査人と緊密な連携を保ちながら、
自らの監査成果の達成を図る。

(7) 前記(6)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使

用人に不利益な取扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定している。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の

前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要で
ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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(9) 財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価すると

共に維持・改善を図る。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、地域住民の生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、

反社会的勢力には、役員及び従業員も一体となって組織的に対応する。もって不当要求を毅然た
る態度で拒絶すると共に、当社の持続的な健全経営を確保する。

その整備状況として「企業の行動規範」に反社会的勢力の排除、「従業員のコンプライアンス・
マニュアル」に反社会的行為への関与の禁止等を規定化している。また、総務部を主幹部署とし、
各種情報収集、社内各部門からの対応の指導、警察及び顧問弁護士等との連携等を行う。

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1) 取締役の職務執行

取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行動するよう徹底してお
ります。当事業年度において取締役会を13回開催し、法令及び定款に定められた事項及びその他
経営に関する重要事項の決議を行うと共に、月次での業績分析や評価を行っております。また社
外取締役を２名選任しており、取締役会における議論に積極的に参加し得る環境づくりの観点か
ら、情報交換と認識共有を図るため、独立社外役員である社外監査役等との情報交換会を定期的
に開催しております。

(2) 監査役の職務執行
社外監査役２名を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施すると

共に、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換
等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
当事業年度において監査役会を14回開催し、監査役相互による意見交換等が行われております。
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(3) 内部監査の実施
内部監査年度計画書に基づき、当社の内部監査を実施しております。当事業年度において各店

舗に対し２回、本部各部署に対し１回以上の監査を行い、その結果について、随時代表取締役社
長他及び常勤監査役に報告しております。

(4) 財務報告に係る内部統制
内部統制に関する内部監査年度計画書に基づき内部統制評価を実施しております。当事業年度

においてもその監査結果について、代表取締役他及び常勤監査役に報告しております。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、業績動向・財務体質強化・新規出店資金等の設備資金確保とのバランスを総合的に考

慮のうえ、経常利益を基準とした業績連動配当を基本方針としております。
また、内部留保資金につきましては、店舗の新設及び既存店舗の活性化等の設備資金として、

有効活用してまいります。
しかしながら、当事業年度においては特別損失計上により当期純損失を計上する結果となり、

誠に遺憾ではありますが、期末配当を無配とさせていただきます。
なお、当事業年度に係る配当金は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

2019年５月７日
取締役会決議 161 20

なお、次期の配当金については、年間配当３円を予定しております。
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貸　借　対　照　表
（2019年９月20日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
リ ー ス 投 資 資 産
商 品
貯 蔵 品
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
リ ー ス 投 資 資 産
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他

16,398
5,674

976
26

8,285
28

184
1,222

24,146
19,111
22,910
3,615

269
78

1,327
5,327
2,366

547
△17,332

1,338
1,266

65
6

3,696
25

227
124
686

2,608
23

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 10,756
支 払 手 形 26
電 子 記 録 債 務 964
買 掛 金 6,462
１年内返済予定の長期借入金 392
リ ー ス 債 務 402
未 払 金 707
未 払 費 用 1,107
未 払 法 人 税 等 48
賞 与 引 当 金 439
そ の 他 203

固 定 負 債 16,144
長 期 借 入 金 9,407
リ ー ス 債 務 1,231
退 職 給 付 引 当 金 1,513
長 期 未 払 金 460
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 407
損 害 補 償 損 失 引 当 金 65
資 産 除 去 債 務 3,058
負 債 合 計 26,900

（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 13,659

資 本 金 1,425
資 本 剰 余 金 1,585
資 本 準 備 金 1,585

利 益 剰 余 金 10,648
利 益 準 備 金 257
そ の 他 利 益 剰 余 金 10,391

固定資産圧縮積立金 1,803
別 途 積 立 金 3,141
繰 越 利 益 剰 余 金 5,446

自 己 株 式 △0
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △15
その他有価証券評価差額金 △15

純 資 産 合 計 13,643
資 産 合 計 40,544 負 債 及 び 純 資 産 合 計 40,544

－ 18 －



損　益　計　算　書

(2018年９月21日から
2019年９月20日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高
商 品 売 上 高 91,803
不 動 産 賃 貸 収 入 343 92,146

売 上 原 価
商 品 売 上 原 価 73,720
不 動 産 賃 貸 原 価 67 73,787
売 上 総 利 益 18,358

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 18,351
営 業 利 益 7

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 13
受 取 手 数 料 133
助 成 金 収 入 65
受 取 保 険 金 16
そ の 他 46 275

営 業 外 費 用
支 払 利 息 93
固 定 資 産 除 却 損 79
損 害 補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額 65
そ の 他 14 252
経 常 利 益 30

特 別 損 失
減 損 損 失 3,169 3,169

税 引 前 当 期 純 損 失 △3,138
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48
法 人 税 等 調 整 額 715 764
当 期 純 損 失 △3,903
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株主資本等変動計算書

(2018年９月21日から
2019年９月20日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・

換 算
差額等

純 資 産
合 計資本金

資本剰
余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計資本準

備 金
利益準
備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰余金
合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

固定資産
圧縮積立
金

別途積
立 金

繰 越
利 益
剰余金

当 期 首 残 高 1,425 1,585 257 1,837 3,141 9,638 14,875 △0 17,886 △1 17,884

当 期 変 動 額

自己株式の取得 △0 △0 △0

固定資産圧縮
積立金の取崩 △34 34 － － －

剰余金の配当 △323 △323 △323 △323

当 期 純 損 失 △3,903 △3,903 △3,903 △3,903

株主資本以外の
項目の当期変動
額 ( 純 額 )

△14 △14

当期変動額合計 － － － △34 － △4,192 △4,226 △0 △4,226 △14 △4,240

当 期 末 残 高 1,425 1,585 257 1,803 3,141 5,446 10,648 △0 13,659 △15 13,643

－ 20 －



注記事項
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　　　　　　　　　　　　売価還元法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法
(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　15～39年

②　無形固定資産（リース資産を除く）定額法
③　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④　長期前払費用　　　　　　　　　　均等償却
(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　なお、当事業年度の計上はありません。

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支払いに備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度の負担すべき支給見込額
を計上しております。

③　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しておりま
す。
　なお、数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度に一括費用処理することにしております。
　過去勤務費用については、その発生事業年度で一括費用処理することにしております。

－ 21 －
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④　損害補償損失引当金
　将来の損害補償の履行に伴い発生するおそれのある損失に備えるため、損失の見込額を計上しており
ます。

(5) 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(6) 消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

２．表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

３．貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
リース投資資産 95百万円

計 95百万円
②　担保に係る債務

長期預り敷金保証金 73百万円
計 73百万円

(2) 財務制限条項
　「長期借入金」のうち7,200百万円については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に
抵触した場合、当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
（イ）決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表の純資

産の部の金額の75％以上に維持すること。
（ロ）決算期の末日における損益計算書上の経常損益を２期連続で損失としないこと。

４．損益計算書に関する注記
　　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 店舗等の数

三重県伊賀市他 店舗 建物等 ３

－ 22 －



　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングを行って
おります。
　店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込みであ
る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に3,169百
万円（建物2,211百万円、構築物478百万円、リース資産350百万円、その他129百万円）計上しており
ます。
　なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに
基づく使用価値を見積もった結果、現時点においてはマイナスであるため、使用価値を零として評価して
おります。

５．株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式

普通株式 8,090,000株 － － 8,090,000株

合　計 8,090,000株 － － 8,090,000株

自己株式

普通株式 242株 5,003株 － 5,245株

合　計 242株 5,003株 － 5,245株

（注）当社の取締役に対し譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の一部を無償取得したこと等により、
　　　自己株式が5,003株増加しております。

(2) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2018年10月31日
取 締 役 会 普 通 株 式 161百万円 20円 2018年 9 月20日 2018年12月20日

2019年 5 月 7日
取 締 役 会 普 通 株 式 161百万円 20円 2019年 3 月20日 2019年 5 月22日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　　該当事項はありません。

－ 23 －
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

未払事業税 7百万円
長期未払金 94百万円
退職給付引当金 460百万円
賞与引当金 133百万円
減価償却超過額
資産除去債務

563百万円
931百万円

欠損金 77百万円
減損損失 1,149百万円
その他 250百万円

繰延税金資産小計 3,668百万円
評価性引当額 △1,849百万円
繰延税金資産合計 1,818百万円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金
建物（資産除去債務）

△789百万円
△342百万円

繰延税金負債合計 △1,131百万円
繰延税金資産の純額 686百万円

－ 24 －



７．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、新たな事業投資に備え、余資については主に流動性・安全性を重視した金融商品で運用を行って
おります。また、資金調達については銀行借入による方針であります。
②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し市況や取引先企業との関
係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　敷金及び保証金は、主に店舗等の賃借に係るものであり、貸主の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、必要に応じて経理部でモニタリングを行い、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握
や軽減を図っております。
　営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
　長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
　営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されております
が、当社では、月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。
③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年９月20日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額 時 価 差 額

現 金 及 び 預 金 5,674百万円 5,674百万円 －百万円

投 資 有 価 証 券 25 25 －

敷 金 及 び 保 証 金 2,608 2,517 △91

支 払 手 形 26 26 －

電 子 記 録 債 務 964 964 －

買 掛 金 6,462 6,462 －
長 期 借 入 金
（ １ 年 内 返 済 予 定 を 含 む ） 9,800 9,801 0

－ 25 －
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
現金及び預金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
投資有価証券
　株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。
敷金及び保証金
　敷金及び保証金の時価については、契約期間及び信用リスクを勘案し、将来キャッシュ・フローを国債利
回り等の適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負債
支払手形、電子記録債務、買掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
長期借入金
　変動金利の長期借入金の時価については、短期間で変動するため帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。固定金利の長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを
行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。

８．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,687.58円
(2) １株当たり当期純損失（△） △482.69円
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会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年11月12日
株 式 会 社 　 Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｔ

取　締　役　会　御中
有限責任監査法人　トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 加 藤 博 久 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 村 藤 貴 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＰＬＡＮＴの2018年９月21日か
ら2019年９月20日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、2018年９月21日から2019年９月20日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告い
たします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。
(2) 各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締

役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共
に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な店舗において業務及
び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制
その他株式会社の業務の適正を確保する為に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年11月15日
株式会社ＰＬＡＮＴ　監査役会

常勤監査役 佐 藤 岩 雄 ㊞
監 査 役 西 川 　 承 ㊞
監 査 役 白 崎 利 宗 ㊞

 

（注）監査役西川　承及び監査役白崎利宗は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

以　上
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議案　取締役５名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、執行役員制度の導入に伴い経営体制の効率化のため５名減員し、取締役５名の選

任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重　要　な　兼　職　の　状　況）
所 有 す る
当社の株式数

1
 み っ た  
三 ッ 田 　 

よ し ふ み
佳 　 史

（1968年４月７日）

1991年 ５月 当社入社

218,000株

1992年 ５月 当社取締役
1996年 ９月 有限会社ワイ・ティ・エー代表取締役
1999年12月 当社取締役辞任
2003年 ７月 当社ＰＬＡＮＴ－３滑川店店長
2005年 ５月 当社ＰＬＡＮＴ－６瑞穂店店長
2006年12月 当社取締役ＰＬＡＮＴ－６瑞穂店店長
2007年 ６月 当社取締役店舗運営部西日本担当部長
2008年 ３月 当社取締役商品部副統轄部長
2011年 ５月 当社取締役商品本部ノンフーズ部長
2011年10月 有限会社ワイ・ティ・エー取締役（現任）
2015年 ９月 当社専務取締役経営企画室長兼店舗運営本

部長兼店舗運営部長
2017年 １月 当社専務取締役経営企画室長兼店舗運営本

部長
2017年 ５月 当社代表取締役社長（現任）

[取締役候補者とした理由]
　入社後、当社の店舗、商品本部、店舗運営部門等に長きにわたって従事しており、大型店の店長や商品本部
ノンフーズ部長、店舗運営本部長、経営企画室長等を歴任してきました。これらの経験を活かし、引き続き当
社の経営への貢献を期待できることから、取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重　要　な　兼　職　の　状　況）
所 有 す る
当社の株式数

2
 み っ た  
三 ッ 田 　 

 た い じ  
泰 　 二

（1970年１月２日）

1988年 ４月 株式会社まるまん入社

218,000株

1993年 ５月 当社入社、取締役
1998年 ７月 当社取締役食品部長
2011年 ５月 当社取締役商品本部食品部長
2015年 ９月 当社常務取締役商品本部長兼食品部長
2016年 ９月 当社常務取締役商品本部長
2017年 ５月 当社取締役副社長商品本部長
2018
2019

年
年

９
９

月
月

当社取締役副社長
当社取締役副社長商品本部長（現任）

[取締役候補者とした理由]
　入社後、当社の食品仕入部門に長きにわたって従事しており、食品部門のみならずノンフーズ部門を含む商
品全般の仕入に関する経験を活かし、引き続き当社の経営への貢献を期待できることから、取締役候補者とし
ました。

候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重　要　な　兼　職　の　状　況）
所 有 す る
当社の株式数

3
 や ま だ  
山 　 田 　 

じ ゅ ん じ
准 　 司

（1971年６月４日）

1994年 ４月 株式会社福井銀行入行

20,000株

2009年 ６月 同行　営業グループ
2015年 ７月 同行　経営企画グループ
2015年10月 当社入社、経営企画室マネージャー
2015年12月 当社常務取締役経営企画室マネージャー
2017年 ５月 当社専務取締役経営企画室長
2018年 ９月 当社専務取締役（現任）

[取締役候補者とした理由]
　金融業界での営業・経営企画などの業務経験に基づく総合的な見識を活かし、引き続き当社の経営への貢献
を期待できることから、取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重　要　な　兼　職　の　状　況）
所 有 す る
当社の株式数

4
い ち は し
市 　 橋 　 

の ぶ た か
信 　 孝

（1954年８月29日）

1978年 ４月 株式会社平和相互銀行（現株式会社三井住
友銀行）入行

－株

2003年 ４月 福井順化商事株式会社入社、専務取締役
2005年 ５月 株式会社ユアーズホテルフクイ入社、取締

役
2006年 ６月 同社　代表取締役社長（現任）
2015年12月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ユアーズホテルフクイ代表取締役
社長

[社外取締役候補者とした理由等]
　金融業界での業務経験に基づく財務に関する専門的な見識並びにホテル業界での業務経験に基づくサービ
ス業に関する専門的な見識をもって、当社の経営に対し様々なご意見をいただけるものと判断し、社外取締役
候補者としました。また、市橋信孝氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年
となります。

候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重　要　な　兼　職　の　状　況）
所 有 す る
当社の株式数

5
な か ざ と
中 　 里 　 

 ひ ろ ほ  
弘 　 穂

(戸 籍 上 の 氏 名 ： 青 山  弘 子 ）
（1952年４月17日）

1996年２ 月 有限会社マナーコンサルティング代表取締
役

－株

2009年 ４月 愛知産業大学造形学部　准教授
2010年 ４月 福井県立大学経済学部　准教授　キャリア

センター副センター長
2014年４ 月 福井県立大学キャリアセンター　教授　副

センター長
2016年12月 当社社外取締役（現任）
2018年 ４月 福井県立大学キャリアセンター　特命教授

副センター長（現任）
（重要な兼職の状況）

福井県立大学キャリアセンター　特命教授
副センター長

[社外取締役候補者とした理由等]
　過去に会社経営に関与したことはありませんが、社員教育のコンサルタントとして、また、大学教授として
の見識をもって、当社の接客技術の向上並びに女性の能力を最大限に発揮できる企業にするために、当社の経
営に対し様々なご意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補者としました。また、中里弘穂氏の、当社
の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．市橋信孝氏及び中里弘穂氏は社外取締役候補者であります。当社は、市橋信孝氏及び中里弘穂氏を東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認
された場合は、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。

３．当社は、社外取締役がその期待される役割を十分発揮できるよう現行定款第29条において、業務執行
を行わない取締役との間に、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を
定めております。これにより市橋信孝氏及び中里弘穂氏と同契約を締結しており、両氏の再任が承認
された場合は、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が定める限度額としております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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会場ご案内図
本社

〠919-0521　福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１
ＴＥＬ（0776）72－0300(代)
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PLANT本社

上兵庫

東長田

ＪＲご利用の場合
北陸本線「芦原温泉駅」よりタクシーで約15分


